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１ アクションプラン策定にあたって 

 

（１）アクションプラン策定の趣旨 

本市では、南相馬市復興総合計画（2015 年度～2024 年度）の保健分野の計画として、

平成 29（2017）年度に策定した南相馬市保健計画 2018 において、本市の健康づくりの

重点施策を実施する事業の年度計画である南相馬市健康づくりアクションプラン（以下、

「アクションプラン」という。）を作成し、健康づくりへの市民意識を高め、市民・事業

所・行政が一体となった健康づくりを積極的に進めることとしました。 

 

  また、南相馬市復興総合計画後期基本計画（2019 年度～2022 年度）（以下、「後期基本

計画」という。）では、本市の複数の施策柱にまたがるテーマに対して、横断的・複合的

に取り組む 4 つの重点戦略の 1 つとして「健康づくりが盛んなまち」を掲げ、市民総ぐ

るみで健康づくりの運動を展開することとしています。 

 

  このことから、平成 30（2018）年度に後期基本計画の策定に合わせ、南相馬市健康づ

くりアクションプラン庁内検討会（以下、「庁内検討会」という。）を設置し、福島県立医

科大学特任教授の坪倉正治医師（アドバイザー）からの助言を踏まえ、庁内組織における

「健康づくり」を共有した事業実施体制を確立し、市民が主体的に健康づくりに取り組む

市民総ぐるみの運動を展開するためのアクションプラン（年度計画）を作成し、4 つの重

点事業と事業施策を定めました。 

 

また、後期基本計画の計画期間に合わせた令和 4（2022）年度までの 4 年間の計画期間

のロードマップを作成するとともに各事業施策の見える化に努め、市民の健康づくりの

取組みを横断的かつ網羅的に推進することを目的として、アクションプランを策定しま

す。 

  




